
 余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質の保全、生活環境の改善及び

保全並びに公衆衛生の向上を図るため、し尿及び雑排水（工場排水、雨水その他

の特殊な排水を除く。）を併せて処理する合併浄化槽（以下「合併処理浄化槽」

という。）を設置する者に対して、町が予算の範囲内で交付する余市町合併処理

浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について必要な事項を定

めるものとする。 

 （補助対象区域） 

第２条 補助の対象とする区域（以下「補助対象区域」という。）は、町の区域内

のうち、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規定により定めら

れた事業計画の予定処理区域を除く区域とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の予定処理区域のうち、下水道法第２条第３号

（イに限る。）の公共下水道の整備が当面見込まれない区域は、補助対象区域と

する。 

 （補助対象合併処理浄化槽） 

第３条 補助の対象とする合併処理浄化槽は、次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

 （１） 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第２条第１

号の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去

率が９０パーセント以上、かつ、放流水のＢＯＤが２０ミリグラム毎リット

ル（日間平均値）以下の機能であり、合併処理浄化槽設置整備事業における

国庫補助指針（平成４年１０月３０日衛浄第３４号）に定める構造を有する

ものであること。 

 （２） 処理対象人員が１０人以下であること。 

 （３） 全国浄化槽推進市町村協議会が定める合併処理浄化槽設置整備事業に係

る合併処理浄化槽登録要領（以下「登録要領」という。）により登録された浄

化槽であること。ただし、浄化槽登録要領施行細則（平成４年１２月1日施

行全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会）第２条の規定により適用範囲

とならない浄化槽（以下「適用外浄化槽」という。）は除く。 

 （４） 環境省が定めた小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく、社団法人全

国浄化槽団体連合会（以下「全浄連」という。）の保証登録の対象となる場

合。については、当該登録された浄化槽であること。 

 （補助対象建物） 



第４条 補助の対象とする建物は、専用住宅又は店舗併用住宅（専ら住宅の用に供

する部分が延床面積の２分の１以上であるものに限る。以下同じ。）とする。 

２ 前項の店舗併用住宅で使用する合併処理浄化槽にあっては、処理対象人員につ

いては、店舗等に要する人員を含まないものとする。 

３ 新築家屋の浄化槽設置及び、合併処理浄化槽の更新のうち、合併処理浄化槽の

設置された家屋の建て替え・増築など、既存の汚水処理未普及解消につながらな

い一部については、補助の対象としない。 

 （補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次に掲げる要件を全て満たす本町に住民登録をしている者（住民登録するこ

とが確実である者を含む。）とする。 

 （１） 法第５条第１項の規定による設置の届出に係る審査又は建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定による確認を受けて合併処理

浄化槽を設置する者 

 （２） 住宅又は土地を借りている場合にあっては、賃貸人の承諾を得ている者 

 （３） 建築者等が事業又は販売目的で住宅を建築（改築を含む。）する場合に

あっては、当該住宅を購入する者 

 （４） この要綱による補助金を受けて合併処理浄化槽を設置した年から起算し

て１５年を経過することなく、同一の専用住宅又は店舗併用住宅に再度、合

併処理浄化槽を設置していない者 

 （５） 法第２３条第１項の規定により登録された浄化槽工事業者（以下「浄化

槽工事業者」という。）に施工をさせる者 

 （６） 別表第１に定める施工基準にて施工を行う者 

 （７） 新築工事にて合併処理浄化槽を設置する場合は、当該年度の１月３１日

までに完成することができる者 

 （８） 町道民税、固定資産税その他の町の公共料金を滞納していない者 

 （９） 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換(以下｢単独転換｣という。） 

  をする場合にあっては、宅内配管工事として合併処理浄化槽への流入管、升の 

  設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の工事を行う者 

 （補助金額等） 

第６条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、合併処理浄

化槽の設置又は単独転換に要する経費とする。 

２ 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置については補助対象経費の額に１００分 

の６０を乗じた額で、別表第２に定める人槽の区分に応じ、同表に定める額とす

る。 



３ 補助対象経費の積算に当たり１，０００円未満の端数が生じた場合はこれを切

り捨てるものとする。なお、店舗等に係る人槽分については、別表第２に規定す

る人槽区分から除くものとする。 

 （補助金交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、余市町

合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書（様式第１－１－１号）に次に掲

げる書類を添えて、事業実施年度の９月３０日までに町長に提出しなければなら

ない。 

 （１） 余市町合併処理浄化槽設置整備事業申請内訳書（様式第１－１－２号） 

 （２） 住民票の写し又は余市町合併処理浄化槽設置整備事業住民登録確約書

（様式第１－１－３号） 

 （３） 浄化槽設置届出書又は建築確認書の写し 

 （４） 設置される合併処理浄化槽が法第７条に規定する水質に関する検査を受

け、その結果設置工事に対し改善の指摘を受けた場合において、施工業者が

瑕疵担保責任を負うことを明確に記載されている工事請負契約書の写し 

 （５） 余市町合併処理浄化槽設置整備事業設置工事費見積内訳書（様式第１－

１－４号） 

 （６） 設置する場所の位置図及び建物の面積が分かる平面図 

 （７） 構造等を明らかにする平面図、断面図、配管系統図（宅内排水設備を含

む。）等 

 （８） 処理水の放流先を公的機関とする場合は、管理者との協議書及び占用申

請許可書の写し 

 （９） 処理水を地下浸透にて放流する場合は、余市町合併処理浄化槽設置整備

事業地下浸透放流設備等概要書（様式１－１－５号） 

 （１０） 住宅又は土地を借りている場合は、余市町合併処理浄化槽設置整備事

業合併処理浄化槽設置承諾書（様式第１－１－６号） 

（１１） 登録要領に基づく登録証の写し及び登録浄化槽管理票（Ｃ票）。ただ

し、適用外浄化槽の場合については添付を要しない。 

（１２） 全浄連の保証登録証（市町村用）。ただし、適用外浄化槽の場合につ

いては添付を要しない。 

 （１３） 第２条第２項の規定により当該区域に合併処理浄化槽を設置した場合

は、その設置した所在地に公共下水道が整備され処理区域と告示されたとき

には、速やかに公共下水道へ接続することを確約する余市町合併処理浄化槽

設置整備事業公共下水道接続確約書（様式第１－１－７号） 

 （１４） 第５条第８号を証する書類 



 （１５） 単独転換の場合、法定検査（法第７条・法第１１条）の検査依頼書 

 （１６） その他町長が必要と認める書類 

 （補助金交付の決定及び通知） 

第８条 町長は、余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書を受けたと

きは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付すると決

定したときは申請者に対し、余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定

書（様式第２－１－１号）及び補助指令書により、補助金を交付しないと決定し

たときは申請者に対し、余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定書

（様式第２－１－２号）により通知するものとする。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、交付内容に条件を付すことができる。 

 （補助対象工事期間） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助交付

決定者」）は、速やかに合併処理浄化槽設置工事（以下「工事」という。）に着手

し、当該補助金の交付の決定を受けた日から６０日以内に完成させなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、専用住宅又は店舗併用住宅を新築する場合で、同項

に規定する工事期間内に工事を完成することができないときの当該工事期間は、

第５条第７号に規定する期間とする。 

 （補助金交付決定の変更） 

第１０条 補助交付決定者が、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、

あらかじめ、余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付変更承認申請書（様

式第２－２－１号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場

合において、当該変更をしようとする内容は、各種法令及びこの要綱を遵守した

内容でなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請内容の変更の申請があったときは、その内容を

審査し、当該変更を承認したときは、余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

交付変更承認決定書（様式第２－２－２号）により当該申請した者に通知するも

のとする。 

 （補助金交付決定の中止及び廃止） 

第１１条 補助交付決定者が、当該交付決定を受けた事業を中止し、又は廃止しよ

うとするときは、余市町合併処理浄化槽設置整備事業中止・廃止承認申請書（様

式第２－３－１号）を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。この

場合において、当該交付決定を受けた事業に要した費用は、補助の対象としな

い。 

２ 町長は、前項の規定により当該事業の中止又は廃止を承認したときは、当該申



請をした者に対し、余市町合併処理浄化槽設置整備事業中止・廃止承認決定書

（様式第２－３－２号）により通知するものとする。 

 （工事の確認及び立入検査） 

第１２条 町長は、補助事業を適正に施行するため、工事の状況を当該現場におい

て確認するものとする。 

２ 町長は、工事の監督指導のため、関係職員による立入検査を行うことができ

る。 

 （工事の完了及び完了検査） 

第１３条 補助交付決定者は、工事が完了したときは工事完了後３０日以内又は当

該年度の２月２８日のいずれか早い日までに工事完成届（様式第３－１－１号）

に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

 （１） 施工状況確認書 

 （２） 工事完成確認項目一覧表（様式第３－１－２号） 

 （３） 余市町合併処理浄化槽設置整備事業設置工事費実績内訳書（様式第３－

１－３号） 

 （４） 浄化槽工事業者が撮影した次に掲げる写真 

  ア 浄化槽設備士が、実地に監督していることを証する写真 

  イ 基礎工事の状況を示す写真 

  ウ 据付工事の状況を示す写真 

  エ 嵩（かさ）上げの状況を示す写真 

  オ 浄化槽本体（型式の分かる）写真 

  カ 上部スラブのコンクリート打設状況を示す写真 

  キ 処理水の放流先を公的機関とした場合は、放流渠（きょ）の接続状況を示

す写真 

２ 町長は、前項の規定により提出された書類を受けた日から１４日以内に当該提

出された書類の審査及び工事現場における施工業者の立会のもとの完了検査を行

い、余市町合併処理浄化槽設置整備事業工事完了検査結果通知書（様式第３－１

－４号）により当該提出した者に対し、その結果を通知するものとする。 

 （補助事業実績報告） 

第１４条 補助交付決定者は、前条第２項の書類の審査及び完了検査が合格であっ

たときは、工事完了検査結果通知書を受領してから１０日以内に余市町合併処理

浄化槽設置整備事業実績報告書（様式第４－１－１号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

 （１） 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し（補

助交付決定者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合



にあっては、自ら行うことができることを証する書類） 

 （２） 浄化槽法定検査依頼書の写し 

 （３） 合併処理浄化槽使用開始報告書（様式第４－１－２号） 

 （４） 新築の場合は、確認申請検査済証の写し 

 （５） その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１５条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受けたときは、その

内容を審査し、適当と認めるときは、余市町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

交付額確定通知書（様式第５－１－１号）により当該提出した者に通知するもの

とする。 

 （補助金の交付請求） 

第１６条 補助交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、余市町合併

処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書（様式第６－１－１号）に補助指令書

の写しを添えて、町長へ請求するものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第１７条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、決定した補助金の交付を取

り消すことができる。 

 （１） 不正な手段により補助金を受けたとき。 

 （２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

 （３） 補助金交付の条件に違反したとき。 

 （４） 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

その他法令に違反したとき。 

 （５） この要綱の規定又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第１８条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部

分に関し、既に補助金の交付があるときは、当該補助金の返還を命ずることがで

きる。 

 （その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


